
●小峰クリーンセンターに直接持ち込まれるごみは、重量に応じて持込処理手数料を
納付していただきます。

●持込処理手数料は、小峰クリーンセンターでの計量により決まります。

小峰クリーンセンターへの持込みごみ
（家庭ごみ・事業所ごみ）

10kgあたり100円（税込）

●持込処理手数料は、ごみを持ち込まれた際に小峰クリーンセンターの受付で納付し
てください。

●小峰クリーンセンターへ直接ごみを持ち込まれる際は、透明袋で構いません。
また、粗大ごみ用シールも必要ありません。

ごみを一度に多量に出されると､施設の運営に大きな負担が

かかりますので､余裕を持ったごみの排出にご協力をよろしく

お願いします。

小峰クリーンセンターからのお願い

持ち込まれる際は、必ずごみの種類と量を事前
にご連絡ください。

小峰クリーンセンター ☎ 0967-82-3297

ごみ処理手数料有料化
平成31年4月1日から

が始まりました

有料化の対象と金額


